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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  外部へ放出されるノイズ（電磁波）が低減さ
れた液晶表示装置を提供する。
【解決手段】  ＴＦＴ２及び画素電極２２と、信号線３
と、走査線４と、信号線３を駆動する信号線駆動回路
９、及び走査線４を駆動する走査線駆動回路１０が形成
されたＴＦＴ基板１と、ＴＦＴ基板１に対向して設けら
れると共に共通電極６が形成された共通電極基板５と、
画素電極２２と共通電極６の間に形成された液晶層７と
を含む液晶表示装置であって、信号線駆動回路９及び走
査線駆動回路１０に対向するよう配設され、信号線駆動
回路９及び走査線駆動回路１０から放射される電磁波を
シールドする接地電極１５を備えたことを特徴とする液
晶表示装置を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  画素電極と信号線、走査線、及び前記信
号線や前記走査線を駆動する駆動手段が形成された第一
の基板と、前記第一の基板に対向して設けられると共に
共通電極が形成された第二の基板と、前記画素電極と前
記共通電極の間に形成された液晶層とを含む液晶表示装
置であって、
前記駆動手段に対向するよう配設され、前記駆動手段か
ら放射される電磁波をシールドするシールド手段を備え
たことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  前記シールド手段は、前記第二の基板上
に形成された請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】  前記第一の基板には前記駆動手段に対し
て信号を入出力するための電極引出し線が形成され、
前記電極引出し線に対向するよう配設された前記第一及
び第二の基板と異なる第三の基板に形成され、前記電極
引出し線から放射される電磁波をシールドする第二のシ
ールド手段をさらに備えた請求項２に記載の液晶表示装
置。
【請求項４】  画素電極と信号線、走査線、前記信号線
や前記走査線を駆動する駆動手段、及び前記駆動手段に
対して信号を入出力するための電極引出し線が形成され
た第一の基板と、前記第一の基板に対向して設けられる
と共に共通電極が形成された第二の基板と、前記画素電
極と前記共通電極の間に形成された液晶層とを含む液晶
表示装置であって、
前記電極引出し線に対向するよう配設され、前記電極引
出し線から放射される電磁波をシールドするシールド手
段を備えたことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】  前記シールド手段は前記第一及び第二の
基板と異なる第三の基板に形成されると共に、
前記駆動手段に対向するよう配設された第四の基板に形
成され、前記駆動手段から放射される電磁波をシールド
する第二のシールド手段をさらに備えた請求項４に記載
の液晶表示装置。
【請求項６】  前記シールド手段は、前記第一及び第二
の基板と異なる第三の基板に形成された請求項１又は４
に記載の液晶表示装置。
【請求項７】  画素電極と信号線、走査線、前記信号線
や前記走査線を駆動する駆動手段、及び前記駆動手段に
対して信号を入出力するための電極引出し線が形成され
た第一の基板と、前記第一の基板に対向して設けられる
と共に共通電極が形成された第二の基板と、前記画素電
極と前記共通電極の間に形成された液晶層とを含む液晶
表示装置であって、
前記駆動手段及び前記電極引出し線に対向するよう配設
された、前記第一及び第二の基板と異なる第三の基板に
一体的に形成され、前記駆動手段及び前記電極引出し線
から放射される電磁波をシールドするシールド手段を備
えたことを特徴とする液晶表示装置。
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【請求項８】  前記シールド手段と前記第一の基板とを
電気的に接続し、前記シールド手段に所定の電圧を供給
する電圧供給手段をさらに備えた請求項１又は４あるい
は７のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項９】  前記シールド手段は、前記共通電極と同
じ材料からなる請求項１又は４あるいは７のいずれかに
記載の液晶表示装置。
【請求項１０】  前記シールド手段は、アルミニウムあ
るいはチタンからなる請求項１又は４あるいは７のいず
れかに記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】現在において、ＴＦＴ（Thin Film Tran
sistor）液晶パネルに代表されるアクティブマトリクス
方式液晶表示装置は、一般家庭用ＴＶやＯＡ機器の表示
装置として普及することが期待されている。これは、ア
クティブマトリクス方式液晶表示装置はＣＲＴに比べて
容易に薄型で軽量なものとすることができ、かつＣＲＴ
に劣らない品質の画像を表示することができるためであ
る。
【０００３】そして、このアクティブマトリクス方式液
晶表示装置は、薄型で軽量であるという利点に鑑み、ノ
ート型パソコン等の携帯型情報機器だけでなく様々なマ
ルチメディア情報機器へ活用することが求められてい
る。また、狭額縁を実現したポリシリコンＬＣＤにおい
ては、その普及にあたりＥＭＩ（電磁妨害）対策が強化
されることが求められている。
【０００４】フラットパネルディスプレイの中でも品質
の高い画像を表示するアクティブマトリクス方式液晶表
示装置の構成について説明する。図１は、従来の液晶表
示装置の構成を示す図である。図１に示されるように、
従来の液晶表示装置１１はＴＦＴ基板１とＴＦＴ（薄膜
トランジスタ）２、信号線３、走査線４、共通電極基板
５、共通電極６、液晶層７、電極線（引出し線）８、信
号線駆動回路９、走査線駆動回路１０及び画素電極２２
を備える。なお、上記ＴＦＴ２と信号線３、走査線４、
共通電極６、画素電極２２、及び画素電極２２と共通電
極６の間に設けられた液晶層７により液晶パネルが構成
される。
【０００５】ここで、図２に示されるように、ＴＦＴ基
板１にはＴＦＴ（薄膜トランジスタ）２からなるスイッ
チング素子と、信号線３及び走査線４と、ＴＦＴ２に接
続された画素電極２２とが形成され、図１に示されるよ
うに、さらに周辺部分には信号線３を駆動する信号線駆
動回路９や走査線４を駆動する走査線駆動回路１０及び
電極（引出し線）８が形成される。また、共通電極基板
５にはガラス基板上にＩＴＯ（透明電極）やカラーフィ
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ルタからなる共通電極６が形成される。
【０００６】また、図２に示されるように、ＴＦＴ基板
１上においてＴＦＴ２及び画素電極２２はマトリクス状
に配設され、信号線３はＴＦＴ２を介して画素電極２２
へ画像信号を供給し、走査線４は各画素へのデータ書き
込みを制御するためのＴＦＴ２をオン・オフする制御信
号を該ゲートへ伝送する。なお、このように信号線３と
走査線４を駆動することにより、マトリクス状に配設さ
れた画素電極２２を介して画像を表示するユニットは、
「アクティブマトリクス型液晶表示装置」と呼ばれる。
【０００７】また、図１に示された液晶ユニット１１の
断面構造が図３に示される。図３に示されるように、Ｔ
ＦＴ基板１の上にＴＦＴ２や信号線駆動回路９等が形成
され、共通電極基板５に形成された共通電極６と画素電
極２２の間には液晶層７が設けられる。そして、ＴＦＴ
基板１と共通電極基板５はトランスファ１４ａにより電
気的に接続される。なお、図３に示されるように、ＴＦ
Ｔ基板１と共通電極基板５の間であってトランスファ１
４ａの外側の部分にはシール部１３が設けられ、ＴＦＴ
基板１の上であって共通電極基板５に覆われない部分に
は電極（引出し線）８と保護膜１２が形成される。ここ
で、フレキシブル・フラットケーブル等のケーブルを用
いて、電極（引出し線）８から外部装置へ各信号が伝達
される。
【０００８】上記のような構成を有する液晶表示装置１
１においては、選択された行のＴＦＴ２がオンすること
によって、信号線３に印加された画像信号電圧が各画素
電極２２に書き込まれ、次に該行が選択されるまで電荷
を保持することにより情報が保持される。このとき、保
持された情報に対応して液晶層７に含まれた液晶分子の
傾きが決まるため、光の透過量を制御することができ階
調表示などが可能となる。なお、さらにカラー表示を行
うには、ＲＧＢのカラーフィルタを用いることで光の混
合を行うこととしている。
【０００９】一方、上記のような液晶パネルの裏面には
バックライトと呼ばれる面光源を備えているが、最近で
はこのバックライトを必要としない反射型液晶パネルが
携帯情報機器において注目されている。これは、液晶パ
ネルの内部に反射電極と呼ばれる層を備え、外部から供
給された光を反射して液晶層を透過させることにより画
像を表示するものである。
【００１０】ここで、上記のような従来の液晶表示装置
１１においては、ＴＦＴ基板１の周辺部に形成されてい
る信号線駆動回路９や走査線駆動回路１０の上部にＩＴ
Ｏ（透明電極）や絶縁層のみしか設けられていないた
め、該駆動回路から発生するノイズを低減できていない
という問題があり、特に高周波駆動時においてはＥＭＩ
（電波妨害）を引き起こす可能性もある。
【００１１】なお、図１及び図３に示された電極（引出
し線）８においても、同様な問題を生じている。
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【００１２】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述の問題
を解消するためになされたもので、外部へ放出されるノ
イズ（電磁波）が低減された液晶表示装置を提供するこ
とを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】上記の目的は、画素電極
と信号線、走査線、及び信号線や走査線を駆動する駆動
手段が形成された第一の基板と、第一の基板に対向して
設けられると共に共通電極が形成された第二の基板と、
画素電極と共通電極の間に形成された液晶層とを含む液
晶表示装置であって、駆動手段に対向するよう配設さ
れ、駆動手段から放射される電磁波をシールドするシー
ルド手段を備えたことを特徴とする液晶表示装置を提供
することにより達成される。このような手段によれば、
簡易な構成により駆動手段から液晶表示装置の外部へ漏
洩する電磁波を低減することができる。
【００１４】また、シールド手段は、例えば第二の基板
上に形成されたものとすることができる。一方、上記シ
ールド手段を第一及び第二の基板と異なる第三の基板に
形成すれば、シールド手段が形成される第三の基板を別
個独立に製造することができる。
【００１５】また、上記の第一の基板には駆動手段に対
して信号を入出力するための電極引出し線が形成される
と共に、電極引出し線に対向するよう配設された第一及
び第二の基板と異なる第三の基板に形成されて電極引出
し線から放射される電磁波をシールドする第二のシール
ド手段をさらに備えたものとすれば、電極引出し線から
放射される電磁波が液晶表示装置の外部に漏洩すること
も回避することができる。
【００１６】また、本発明の目的は、画素電極と信号
線、走査線、信号線や走査線を駆動する駆動手段、及び
駆動手段に対して信号を入出力するための電極引出し線
が形成された第一の基板と、第一の基板に対向して設け
られると共に共通電極が形成された第二の基板と、画素
電極と共通電極の間に形成された液晶層とを含む液晶表
示装置であって、電極引出し線に対向するよう配設さ
れ、電極引出し線から放射される電磁波をシールドする
シールド手段を備えたことを特徴とする液晶表示装置を
提供することにより達成される。このような手段によれ
ば、簡易な構成により電極引出し線から液晶表示装置の
外部へ漏洩する電磁波を低減することができる。
【００１７】ここで、シールド手段は第一及び第二の基
板と異なる第三の基板に形成されると共に、駆動手段に
対向するよう配設された第四の基板に形成され、駆動手
段から放射される電磁波をシールドする第二のシールド
手段をさらに備えたものとすることにより、電極引出し
線及び駆動手段から液晶表示装置の外部へ漏洩する電磁
波を低減することもできる。
【００１８】また、本発明の目的は、画素電極と信号
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線、走査線、信号線や走査線を駆動する駆動手段、及び
駆動手段に対して信号を入出力するための電極引出し線
が形成された第一の基板と、第一の基板に対向して設け
られると共に共通電極が形成された第二の基板と、画素
電極と共通電極の間に形成された液晶層とを含む液晶表
示装置であって、駆動手段及び電極引出し線に対向する
よう配設された、第一及び第二の基板と異なる第三の基
板に一体的に形成され、駆動手段及び電極引出し線から
放射される電磁波をシールドするシールド手段を備えた
ことを特徴とする液晶表示装置を提供することにより達
成される。このような手段によれば、簡易な構成によ
り、駆動手段及び電極引出し線から液晶表示装置の外部
へ漏洩する電磁波を低減することができる。
【００１９】なお、上記いずれの液晶表示装置において
も、シールド手段と第一の基板とを電気的に接続し、シ
ールド手段に所定の電圧を供給する電圧供給手段をさら
に備えたものとすることができる。これにより、例えば
シールド手段に接地電圧等を供給することによって、シ
ールド手段による電磁波の遮蔽効果を高めることができ
る。
【００２０】また、シールド手段を例えばアルミニウム
やチタンからなるものとすれば、シールド手段のシート
抵抗を低減することができると共に、共通電極と同じ材
料からなるものとすれば、同一のプロセスにより共通電
極とシールド手段を同時に形成することもできる。
【００２１】
【発明の実施の形態】以下において、本発明の実施の形
態を図面を参照して詳しく説明する。なお、図中同一符
号は同一又は相当部分を示す。
【００２２】本発明の実施の形態に係る液晶表示装置
は、液晶パネルを構成するＴＦＴ基板の周辺回路及び電
極（引出し線）の上層にシールド電極の層を形成し、駆
動回路から発せられるノイズを低減し、ＥＭＩ（電波妨
害）対策を強化したものである。なお、該シールド電極
の電位は接地電位等の一定電位に安定させるとシールド
効果が高まりＥＭＩ対策に有効である。以下において、
より具体的に説明する。
［実施の形態１］図４は本発明の実施の形態１に係る液
晶表示装置２１の構成を示す図であり、図５は液晶表示
装置２１の断面構造を示す図である。図４に示されるよ
うに、液晶表示装置２１はＴＦＴ基板１とＴＦＴ２、信
号線３、走査線４、共通電極基板５、共通電極６、液晶
層７、電極線（引出し線）８、信号線駆動回路９、走査
線駆動回路１０、接地電極１５及び画素電極２２を備え
る。なお、上記ＴＦＴ２と信号線３、走査線４、共通電
極６、画素電極２２、及び画素電極２２と共通電極６の
間に設けられた液晶層７により液晶パネルが構成され
る。
【００２３】ここで、ＴＦＴ基板１にはＴＦＴ（薄膜ト
ランジスタ）２からなるスイッチング素子と、信号線３
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及び走査線４と、ＴＦＴ２に接続された画素電極２２が
形成され、さらに周辺部分には信号線３を駆動する信号
線駆動回路９や走査線４を駆動する走査線駆動回路１０
及び電極（引出し線）８が形成される。
【００２４】一方、本実施の形態１に係る液晶表示装置
２１の共通電極基板５には、図１に示された従来の液晶
表示装置１１と異なり、ＩＴＯ（透明電極）やカラーフ
ィルタからなる共通電極６と共に、信号線駆動回路９や
走査線駆動回路１０の上部に配設される接地電極（シー
ルド電極）１５が形成される。
【００２５】なお、ＴＦＴ基板１上においてＴＦＴ２及
び画素電極２２はマトリクス状に配設され、信号線３は
画素電極２２へ画像信号を供給し、走査線４は各画素へ
のデータ書き込みを制御するＴＦＴ２をオン・オフする
制御信号を該ゲートへ伝送する点は、図１及び図２に示
された従来の液晶表示装置１１と同様である。
【００２６】また、図５に示されるように、共通電極６
にはＴＦＴ基板１からトランスファ１４ａを介して共通
電極電位が供給されると共に、接地電極１５はＴＦＴ基
板１からトランスファ１４ｂを介して接地電位が供給さ
れる。
【００２７】以上のような構成を有する本実施の形態１
に係る液晶表示装置２１によれば、上記接地電極１５が
信号線駆動回路９や走査線駆動回路１０から発せられる
電磁波をシールドする役割を果たすため、液晶表示装置
２１の外部に漏洩する電磁波を低減することができ、Ｅ
ＭＩ対策に有効となる。
［実施の形態２］図６は、本発明の実施の形態２に係る
液晶表示装置３１の構成を示す図であり、図７は液晶表
示装置３１の断面構造を示す図である。図６に示される
ように、液晶表示装置３１は上記実施の形態１に係る液
晶表示装置２１と同様な構成を有するが、ＴＦＴ２及び
画素電極（図示せず）や信号線３及び走査線４と、信号
線駆動回路９及び走査線駆動回路１０を覆うように共通
電極基板５（図７参照）が設けられ、電極線（引出し
線）８の上部には接地電極１５が形成されたシールド基
板１６（図７参照）を備える点で相違するものである。
なお、上記共通電極基板５の全面に共通電極６が形成さ
れる。
【００２８】また、図７に示されるように、電極（引出
し線）８にフレキシブル・フラットケーブル２０が圧着
され、その後にアルミニウムやチタンを用いて接地電極
１５が形成されたシールド基板１６が電極（引出し線）
８及び上記圧着部の上部に配設される。そして、該接地
電極１５にはＴＦＴ基板１からトランスファ１４ｂを介
して接地電位が供給される。トランスファ１４ｂの代わ
りにワイヤボンディング等により、接地電極１５を電気
的にＴＦＴ基板１と接続してもよい。
【００２９】ここで、上記のようにシールド基板１６
は、ＴＦＴ基板１上でＴＦＴ２及び画素電極（図示せ
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ず）が形成されるいわゆる表示領域の外に配設されるた
め、目視される画像の範囲を狭めてしまうという問題も
生じさせることがない。また、上記のように接地電極１
５をアルミニウムやチタンを用いて形成すれば、シート
抵抗を低減することができるためシールド効果をより高
めることができる。
【００３０】以上より本実施の形態２に係る液晶表示装
置３１によれば、シールド基板１６に形成された接地電
極１５が電極（引出し線）８から発せられる電磁波をシ
ールドする役割を果たすため、液晶表示装置３１の外部
に漏洩する電磁波を低減することができ、ＥＭＩ対策に
有効となる。
【００３１】また、本実施の形態２に係る液晶表示装置
３１によれば、シールド基板１６は第一及び第二の基板
と別個独立な部品とされるため、別個独立に製造するこ
とができると共に、従来の液晶表示装置をそのまま利用
しつつシールド基板１６を組み合わせることによって、
本実施の形態２に係る液晶表示装置を容易に製造するこ
とができる。
［実施の形態３］図８は、本発明の実施の形態３に係る
液晶表示装置４１の構成を示す図であり、図９は液晶表
示装置４１の断面構造を示す図である。図８に示される
ように、液晶表示装置４１は上記実施の形態２に係る液
晶表示装置３１と同様な構成を有するが、ＴＦＴ２及び
画素電極（図示せず）や、信号線３及び走査線４の上部
に共通電極基板５が設けられ、信号線駆動回路９及び走
査線駆動回路１０の上部には接地電極１５が形成された
シールド基板２６を備える点で相違するものである。
【００３２】また、図９に示されるように、上記実施の
形態２に係る液晶表示装置と同様、接地電極１５にはＴ
ＦＴ基板１からトランスファ１４ｂを介して接地電位が
供給される。
【００３３】以上より本実施の形態３に係る液晶表示装
置４１によれば、シールド基板２６に形成された接地電
極１５が信号線駆動回路９及び走査線駆動回路１０から
発せられる電磁波をシールドする役割を果たすため、液
晶表示装置４１の外部に漏洩する電磁波を低減すること
ができ、ＥＭＩ対策に有効となる。
【００３４】なお、上記実施の形態２に係る液晶表示装
置と同様に、シールド基板２６は第一及び第二の基板と
別個独立な部品とされるため、別個独立に製造すること
ができると共に、従来の液晶表示装置をそのまま利用し
つつシールド基板２６を組み合わせることによって、本
実施の形態３に係る液晶表示装置を容易に製造すること
ができる。
［実施の形態４］図１０は、本発明の実施の形態４に係
る液晶表示装置５１の構成を示す図であり、図１１は液
晶表示装置５１の断面構造を示す図である。図１０に示
されるように、液晶表示装置５１は上記実施の形態３に
係る液晶表示装置４１と同様な構成を有するが、電極
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（引出し線）８の上部に接地電極１５が形成されたシー
ルド基板１６（図１１参照）をさらに備える点で相違す
るものである。
【００３５】また、図１１に示されるように、上記実施
の形態２及び３に係る液晶表示装置と同様に、シールド
基板１６，２６に形成された接地電極１５にはそれぞ
れ、ＴＦＴ基板１からトランスファ１４ｂを介して接地
電位が供給される。
【００３６】以上より本実施の形態４に係る液晶表示装
置５１によれば、シールド基板１６，２６に形成された
各接地電極１５が信号線駆動回路９と走査線駆動回路１
０及び電極（引出し線）８から発せられる電磁波をシー
ルドする役割を果たすため、液晶表示装置５１の外部に
漏洩する電磁波を低減することができ、ＥＭＩ対策に有
効となる。
［実施の形態５］図１２は、本発明の実施の形態５に係
る液晶表示装置６１の構成を示す図であり、図１３は液
晶表示装置６１の断面構造を示す図である。図１２に示
されるように、液晶表示装置６１は上記実施の形態４に
係る液晶表示装置５１と同様な構成を有するが、信号線
駆動回路９と走査線駆動回路１０及び電極（引出し線）
８の上部に、接地電極１５が一体的に形成されたシール
ド基板３６（図１３参照）をさらに備える点で相違する
ものである。すなわち、本実施の形態５に係る液晶表示
装置６１では、上記実施の形態４に係る液晶表示装置５
１における二つのシールド基板１６，２６が一体的に形
成される。
【００３７】また、図１３に示されるように、上記実施
の形態４に係る液晶表示装置５１と同様に、シールド基
板３６に形成された接地電極１５にはそれぞれ、ＴＦＴ
基板１からトランスファ１４ｂを介して接地電位が供給
される。
【００３８】以上より本実施の形態５に係る液晶表示装
置６１によれば、シールド基板３６に形成された接地電
極１５が信号線駆動回路９と走査線駆動回路１０及び電
極（引出し線）８から発せられる電磁波をシールドする
役割を果たすため、液晶表示装置６１の外部に漏洩する
電磁波を低減することができ、ＥＭＩ対策に有効とな
る。
【００３９】また、本実施の形態５に係る液晶表示装置
６１においては、シールド基板３６の面積が大きくなる
ことからＴＦＴ基板１との間にトランスファ１４ｂを多
数設けることができるため、シールド効果をより高める
ことができる。
［実施の形態６］図１４は、本発明の実施の形態６に係
る液晶表示装置７１の構成を示す図であり、図１５は液
晶表示装置７１の断面構造を示す図である。図１４に示
されるように、液晶表示装置７１は上記実施の形態１に
係る液晶表示装置２１と同様な構成を有するが、電極
（引出し線）８の上部に接地電極１５が形成されたシー
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ルド基板１６（図１５参照）をさらに備える点で相違す
るものである。
【００４０】また、図１５に示されるように、上記実施
の形態２及び４に係る液晶表示装置３１，５１と同様
に、シールド基板１６に形成された接地電極１５にはそ
れぞれ、ＴＦＴ基板１からトランスファ１４ｂを介して
接地電位が供給される。
【００４１】以上より本実施の形態６に係る液晶表示装
置７１によれば、共通電極基板５及びシールド基板１６
に形成された接地電極１５が信号線駆動回路９と走査線
駆動回路１０及び電極（引出し線）８から発せられる電
磁波をシールドする役割を果たすため、液晶表示装置７
１の外部に漏洩する電磁波を低減することができ、ＥＭ
Ｉ対策に有効となる。
【００４２】また、上記実施の形態１から６に係る液晶
表示装置において、接地電極１５を共通電極６と同じ材
料からなるものとすれば、同一プロセスにより同時に形
成することもでき、製造工程数を増やすことなく液晶表
示装置を得ることができる。
【００４３】また、上記のように、接地電極１５をアル
ミニウムやチタンにより形成すれば、接地電極１５のシ
ート抵抗を下げ、シールド効果をさらに高めることがで
きる。
【発明の効果】上述の如く、本発明に係る液晶表示装置
によれば、簡易な構成により駆動手段や電極引出し線か
ら液晶表示装置の外部へ漏洩する電磁波を低減すること
ができるため、有効にＥＭＩ（電磁妨害）対策を講じる
ことができる。
【００４４】また、シールド手段を第一及び第二の基板
と異なる第三や第四の基板に形成すれば、シールド手段
が形成される第三や第四の基板を別個独立に製造して、
第一及び第二の基板と組み合わせることができるため、
本発明に係る液晶表示装置を容易に得ることができる。
【００４５】ここで、シールド手段と第一の基板とを電
気的に接続し、シールド手段に所定の電圧を供給すれ
ば、シールド手段による電磁波の遮蔽効果を高めること
ができるため、液晶表示装置の信頼性を高めることがで
きる。
【００４６】また、シールド手段を例えばアルミニウム
やチタンからなるものとすれば、シールド手段のシート
抵抗を低減することができるため、上記遮蔽効果をさら
に高めることができる。
【００４７】さらに、シールド手段を共通電極と同じ材
料からなるものとすれば、同一のプロセスにより共通電
極とシールド手段を同時に形成することができるため、
製造工程数を増やすことなく容易に本発明に係る液晶表
示装置を製造することができ、製造コストも低減するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】従来の液晶表示装置の構成を示す図である。
【図２】図１に示された液晶表示装置におけるパネル構
造を示す平面図である。
【図３】図１に示された液晶表示装置の断面構造を示す
図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る液晶表示装置の構
成を示す図である。
【図５】図４に示された液晶表示装置の断面構造を示す
図である。
【図６】本発明の実施の形態２に係る液晶表示装置の構
成を示す図である。
【図７】図６に示された液晶表示装置の断面構造を示す
図である。
【図８】本発明の実施の形態３に係る液晶表示装置の構
成を示す図である。
【図９】図８に示された液晶表示装置の断面構造を示す
図である。
【図１０】本発明の実施の形態４に係る液晶表示装置の
構成を示す図である。
【図１１】図１０に示された液晶表示装置の断面構造を
示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態５に係る液晶表示装置の
構成を示す図である。
【図１３】図１２に示された液晶表示装置の断面構造を
示す図である。
【図１４】本発明の実施の形態６に係る液晶表示装置の
構成を示す図である。
【図１５】図１４に示された液晶表示装置の断面構造を
示す図である。
【符号の説明】
１  ＴＦＴ基板
２  ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）
３  信号線
４  走査線
５  共通電極基板
６  共通電極
７  液晶層
８  電極（引出し線）
９  信号線駆動回路
１０  走査線駆動回路
１１，２１，３１，４１，５１，６１，７１  液晶表示
装置
１２  保護膜
１３  シール部
１４ａ，１４ｂ  トランスファ
１５  接地電極
１６，２６  シールド基板
２０  フレキシブル・フラットケーブル
２２  画素電極
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路10发射的电磁波。 提供一种液晶显示装置。
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